
 

 

 

１ 北町ぼうさいアクションについて 

 〇地区の状況 

   北町ぼうさいアクションが活動対象とする六角橋北町地区は、神奈川区の北端に位置し、岸根公園の南

側に隣接する住宅地で、約2,700世帯が暮らしています。 

当地区は、旧交通安全センターやコンフォール北原団地といった大規模敷地や、横浜上麻生道路沿道に

は、多くの事業所が立地する一方で、地区内は高低差のある地形で、坂道や狭い道路が多く、そこに住宅

が密集しながら立ち並んでいます。 

そのため、火災が起きた際の延焼や、いざという時、緊急車両が通行できないエリア、行き止まり路など

における避難路の確保の必要性など、防災に対しての課題を多く抱えています。 

また当地区は、昔からこの地域で暮らす世帯だけでなく、新たに若いファミリー世帯や近隣の大学に通

う学生など、多様な方々が暮らす地域であり、いざという時に備え、住民同士の日頃からのつながりづく

りも課題となっています。 

 

 〇北町ぼうさいアクションとは 

   六角橋北町ぼうさいアクションは、神奈川区の六角橋北町自治会の防災部をはじめとした有志のメンバ

ーが「防災まちづくりは、自治会に加入している者だけの問題ではなく、地域全体で取り組む必要がある」

と考え、自治会の枠を超えた団体として、令和５年３月に立ちあげたグループです。 

今後起こりうる大災害時に「火災の発生をおさえる」「被害拡大を最小限にとどめる」「避難の安全を確

保する」ための対策を住民一人ひとりが認識し、誰一人逃げ遅れることのないような避難路の確保、防災

設備の配備等、減災の取組を進めることを目的として活動してきました。 

   

２ これまでの経緯 

   ※その他、防災ニュースの発行などを年3回程度実施。 

活動年月 活動内容 

令和５年１月 地域まちづくりグループ登録 

令和５年４月 立ち上げ顔合わせ・活動スタート 

令和５年６月～ グループによるまち歩き、課題整理（マンダラチャート） 

令和５年10月 防災・防犯ハロウィンウォーク 

令和６年２月 防災のつどい・防災講演会（阪神淡路大震災時の元消防職員の講話）協力 

令和６年３月 いっとき避難場所看板の設置、プラン認定に向けて活動開始 

令和６年６月 学ぼうさいウォーク（地域住民からの防災課題やニーズの把握） 

令和６年10月 防災・防犯ハロウィンウォーク 

令和６年10～11月 第一回アンケート（素案）の実施 

令和７年２月 防災のつどい協力 

令和７年３月～４月 第２回アンケート（最終意向調査）の実施 

「北町ぼうさいアクション」の組織認定 

及び「六角橋北町防災まちづくりプラン」のプラン認定について 



３ 組織認定における認定基準への適合について 

（１） 団体の活動の対象となる地域の地域住民等で構成されていること又は当該地域住民等及び地域ま

ちづくりに関する活動を行う者で構成されていること。（条例第９条第 1 項第 1 号） 

  ⇒ 本会の会員は、構成員名簿の通り、六角橋北町自治会役員をはじめとし、地区内に居住する者、店

舗等の事業を営む者、及び土地・建物を有する者等で構成されています。 

（２） その取組が、団体の活動の対象となる地域の地域住民等の多数の支持を得ていること。（条例第９

条第 1 項第２号） 

⇒・北町ぼうさいアクションでは、町内会と連携しながら、地域住民等の参加を広く呼びかけ、まち歩

き、防災イベント等を開催してきました。また、パネルアンケートによる意見収集や、取組状況、成果につ

いて防災ニュースとして発行するなど、広く活動を周知しています。 

  ・令和６年 11 月にプラン（素案）のアンケートを実施し、広く意見を集めるとともに、意見を反映したう

えで、令和７年４月に、「北町ぼうさいアクション」の組織認定及び「六角橋北町防災まちづくりプラン

（案）」のプラン認定の最終アンケートを実施し、回収率 24.1％、賛同率は、組織については、97.8％、

プランについては 97.6％でした。 

 最終アンケート調査結果（令和７年４月実施） 

〇配布数：3,073 件（【自治会加入者】1,236 件【自治会未加入者・事業所・地区外権利者】1,837 件） 

〇回収数：742 件  （【自治会加入者】562 件 【自治会未加入者・事業所・地区外権利者】180 件） 

〇回収率：24.1％  （【自治会加入者】45.5％【自治会未加入者・事業所・地区外権利者】9.8％） 

〇賛同数：【地域まちづくり組織】           【地域まちづくりプラン】 

       賛成：726 件                 賛成：724 件 

       反対：４件                   反対：９件 

       未回答：12 件                 未回答：９件 

       賛同率：97.8％               賛同率 97.6% 

 

（３） 特定のものの利益を図り、又はこれに損害を加えることを活動の目的とするものでないこと。（条例

施行規則第５条第３項第１号） 

⇒ 当会の目的は、会則にある通り、「民主主義の精神に基づき会員相互に協力し、地域の防災まちづ

くりの主体として、創意工夫をして安全で安心かつ快適なまちづくりを推進する」ことを目的と

し、特定のものの利益を図り、又はこれに損害を加えることを活動の目的とするものではありません。 

 

（４） 具体的かつ継続的な活動の計画が策定されていること。（条例施行規則第５条第３項第２号） 

  ⇒ 活動計画書の通り。活動にあたっては、具体的な行動計画を示した「アクションプラン」を作成し、年

度毎に取り組みの優先順位をつけながら、プランの実現に向けて積極的に活動を展開していくとしてい

ます。 



（５） 当該団体の代表者及び事務局の所在地並びに団体の意思決定の方法が定められていること。   

（条例施行規則第５条第３項第３号） 

⇒会則のとおり、当該団体の代表者及び事務局の所在地並びに団体の意志決定の方法が定められてい

ます。 

 

４ プラン認定における認定基準への適合について 

（１） プランの対象となる地域の地域住民等の多数の支持を得ていること。（条例第 10 条第 1 項第 1

号） 

⇒・北町ぼうさいアクションでは、町内会と連携しながら、地域住民等の参加を広く呼びかけ、まち歩き、

防災イベント等を開催してきました。また、パネルアンケートによる意見収集や、取組状況、成果につい

て防災ニュースとして発行するなど、広く活動を周知しています。 

   ・令和６年 10 月にプラン（素案）のアンケートを実施し、広く意見を集めるとともに、意見を反映した

うえで、令和７年４月に、「北町ぼうさいアクション」の組織認定及び「六角橋北町防災まちづくりプラン

（案）」のプラン認定の最終アンケートを実施し、回収率 24.1％、賛同率は、組織については、97.8％、

プランについては 97.6％でした。 

    最終アンケート調査結果（令和７年４月実施） 

〇配布数：3,073 件（【自治会加入者】1,236 件【自治会未加入者・事業所・地区外権利者】1,837 件） 

〇回収数：742 件  （【自治会加入者】562 件 【自治会未加入者・事業所・地区外権利者】180 件） 

〇回収率：24.1％  （【自治会加入者】45.5％【自治会未加入者・事業所・地区外権利者】9.8％） 

〇賛同数：【地域まちづくり組織】           【地域まちづくりプラン】 

       賛成：726 件                 賛成：724 件 

       反対：４件                   反対：９件 

       未回答：12 件                 未回答：９件 

       賛同率：97.8％               賛同率 97.6% 

 

（２） 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 18 条の２の規定に基づき定められた横浜市都市計画

マスタープランその他市が策定した地域まちづくりに関する計画に整合していること。（条例第 10 条

第 1 項第２号） 

⇒ 「都市計画マスタープラン神奈川区プラン」の以下の方針に適合しています。 

「分野別整備方針」「６ 都市防災の方針」「（２）まちづくりの方針」 

①地震・火災 

・木造住宅が密集する地域では、狭あい道路の拡幅を図るとともに、さらに、建物の共同化・不燃化

、広場の設置などによるオープンスペースの確保などを促進し、火災に強いまちづくりを進めます。 

・地域における防災力向上を図るため、まちの防災組織の活性化に取り組みます。 



・地域住民によるまちづくり協議会の発足や防災まちづくり計画の策定を支援し、災害に強いまち

づくりを推進します。 

「地域別整備方針」「1-2  安心して住み続けられる内陸部のまちづくり」 

【まちづくりの方針】①安全・安心の向上を図った防災まちづくり 

  ・木造住宅が密集する地域では、狭あい道路の拡幅促進や耐震改修を図るとともに、さらに、建物

の共同化も含めた建替や、不燃化、広場の設置などによるオープンスペースの確保などを促進し、

災害に強いまちづくりを進めます。 

・消火栓や防火水槽などの、消防水利の計画的な設置を進めるとともに、スタンドパイプ式初期消

火器具及び感震ブレーカー等の設備設置を促進し、地域の地震火災対策の強化を図ります。 

・地域での安全な避難ルートの確保や災害時に利用できる施設等の確認を支援します。 

 

（3） 特定のものの利益を図り、又はこれに損害を加えることを内容とするものでないこと。（条例施行規

則第 9 条第３項第 1 号） 

⇒ 当プランは、「助け合いが命を守る 日ごろのつながり 北町」を大目標に、自分たちの地域

は自分たちで守るため、災害に強いまちづくりを進めていく上での４方針を定めた内容となってお

り、様々な活動やアンケート調査により広く意見を求めて策定されたものとなっています。 

 

(4) 対象となる地域及びその内容が当該地域まちづくり組織の活動対象地域及び活動計画に整合して

いること。（条例施行規則第 9 条第３項第 2 号） 

⇒ 当プランの対象となる地域は、北町ぼうさいアクションの活動対象地域である北町自治会区域と一

致しています。また、プランの内容は、活動対象地域の防災まちづくりを推進するためのものであり、北

町ぼうさいアクションの活動内容と整合しています。 

 

以上により、「北町ぼうさいアクション」の組織及び「六角橋北町防災まちづくりプラン」について、認

定することとしたい。 



まちづくり組織・プラン認定書類一覧 

 組織認定  プラン認定

１．地域まちづくり組織認定申出書    ☑ □

２．地域まちづくりプラン認定申出書   □ ☑ 

３．六角橋北町防災まちづくりプラン   □ ☑ 

４．活動計画書 ☑ ☑ 

５．活動実績書 ☑ ☑ 

６．会則    ☑ □

７．構成員名簿 ☑ □

８．活動対象地域図 ☑ □

９．活動内容の周知の状況を示す書類   ☑ ☑ 

（１）北町ぼうさいNEWS

（２）地域イベントでの周知資料

（３）自治会における広報

10．地域住民等の多数の支持を得ていることを示す書類 ☑ ☑ 

（１）最終アンケート

（２）素案アンケート

11．都市計画マスタープランその他市が策定した地域 □ ☑ 

まちづくりに関する計画に適合していることを示す書類 

（１）神奈川区まちづくりプランとの整合について



１． 地域まちづくり組織認定申出書 



第３号様式 (第５条第１項 ) 

地域まちづくり組織認定申出書

令和７年７月 28 日   

  （申出先）

横浜市長  

申出者  

団体名     北町ぼうさいアクション  

代表者住所  横浜市神奈川区六角橋 5-22-1 

代表者氏名  浅井  雅美  

代表者電話番号  090-1734-7180 

 横浜市地域まちづくり推進条例第９条第１項の規定により、地域まちづくり組織

として認定を受けたいので、次のとおり関係書類を添えて申し出ます。  

地

域

ま

ち

づ

く

り

組

織  

所在地  横浜市神奈川区六角橋 5-22-1 

目的   当該地域は横浜市が指定する重点対策地域（不燃化推進地

域）であり、今後起こり得る大災害時に未曽有の被害が発生

する恐れがあります。住民一人ひとりが防災・減災の意識を

強く持ち、誰一人逃げ遅れることのないよう、避難路の確保

や防災設備の設置等を行うとともに、「助け合いの精神」を

深め、安心・安全なまちづくりを進めることを目的とする。

活動対象地域   横浜市神奈川区六角橋北町自治会の全域（六角橋一丁目、

二丁目、五丁目、六丁目の各一部）及び区域図に示す範囲と

する。  

(注意 )１  代表者が法人その他の団体である場合は、代表者住所及び代表者氏名
は、当該法人その他の団体の名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者
の氏名を記入してください。  

２  この申出書には、次に掲げる書類を添付してください。
(1) 活動計画書

(2) 活動実績書

(3) 会則

(4) 構成員名簿（各構成員が当該団体の活動の対象となる地域の地域住民

等（居住者、事業者又は土地建物所有者）又は地域まちづくりに関する

活動を行う者のいずれであるかを記載したもの）

(5) 活動対象地域図

(6) 活動内容の周知の状況を示す書類

(7) 地域住民等の多数の支持を得ていることを示す書類

(8) その他市長が必要と認める書類

３  この申出に基づき、地域まちづくり組織として認定した場合は、その旨

を公表します。

（ A4）   

01112064
ハイライト表示

01112064
ハイライト表示



２． 地域まちづくりプラン認定申出書 



第６号様式 (第９条第１項 ) 

地域まちづくりプラン認定申出書

令和７年７月 28 日   

  （申出先）

横浜市長  

申出者  

地域まちづくり組織の名称

  北町ぼうさいアクション  

代表者住所  横浜市神奈川区六角橋 5-22-1 

代表者氏名  浅井  雅美  

代表者電話番号   090-1734-7180 

横浜市地域まちづくり推進条例第 10 条第１項の規定により、地域まちづくりプラ

ンとして認定を受けたいので、次のとおり地域まちづくりプランの案に関係書類を

添えて申し出ます。

地
域
ま
ち
づ
く
り
プ
ラ
ン

名称  六角橋北町  防災まちづくりプラン

策定目的  当地区では、これまでにも自治会により消火設備の普及や

防災意識の高揚を図るためのイベント等が実施されてきまし

たが、今一つ徹底されず、その効果も期待するには程遠い状

況が感じられました。そこで、自治会員だけでなく住民や地

権者を含めた関係者全員で一丸となって防災・減災に取り組

み、各家庭での対策から、避難路の確保や建物の不燃化、防

災設備の強化、更には“助け合いの心”の育成などを含めた

総合的な防災まちづくりが必要と考え、それらを進める防災

活動の羅針盤となる「防災まちづくりプラン」の策定をする

ものです。  

対象地域  横浜市神奈川区六角橋北町自治会の全域（六角橋一丁目、

二丁目、五丁目、六丁目の各一部）及び区域図に示す範囲と

する。  

(注意 )１  代表者が法人その他の団体である場合は、代表者住所及び代表者氏名
は、当該法人その他の団体の名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者
の氏名を記入してください。  

２  この申出書には、次に掲げる書類を添付してください。
(1) 地域まちづくりプランに係る活動計画書
(2) 活動実績書
(3) 地域住民等への地域まちづくりプランの策定に関する情報の公表及び

周知の状況を示す書類
(4) 地域住民等の多数の支持を得ていること及び横浜市都市計画マスター

プランその他市が策定した地域まちづくりに関する計画に整合している
ことを示す書類

(5) その他市長が必要と認める書類
３  この申出に基づき、地域まちづくりプランとして認定した場合は、その

旨を公表します。

（ A4）   

01112064
ハイライト表示

01112064
ハイライト表示



３． 六角橋北町防災まちづくりプラン 

2



北町ぼうさいアクションとは

防災まちづくりプランの目的

当地区では、これまでもまちなかへの消火器設置や防災訓練を実施してき
ました。また、防災防犯ハロウィンウォークや防災の集いなど多様な世代
が楽しく防災に触れられるイベントなども企画・実施してきました。

しかしいつおこり得るか分からない大地震に対して、これまで実施して
きた活動を続けるだけでなく、避難路の確保のための道路対策や燃えにく
い建物への建替え、防災設備等の充実など、総合的な防災まちづくりを進
めていくことが必要です。また、住民一人ひとりが地震や火災等の災害に
対し、他人事ではなく自分事として考えていくことが大切です。

防災まちづくりプランは、自分たちの地域は自分たちで守るため、災害
に強いまちづくりを進めていく上での活動方針を示した六角橋北町地区に
おける防災活動の羅針盤となるものです。

１

六角橋北町地区は、神奈川区の北端に位置し、岸根公園の南側に
隣接する住宅地で、約2,700世帯の方々が暮らしています。

当地区は、旧交通安全センターやコンフォール北原団地といった
大規模敷地や、横浜上麻生道路沿道には、多くの事業所が立地する
一方で、地区内は高低差のある地形で、坂道や狭い道路が多く、
そこに住宅が密集しながら立ち並んでいます。

そのため、火災が起きた際の延焼や、いざという時、緊急車両が
通行できないエリアや、行き止まり路などにおける避難路の確保の
必要性など、防災に対しての課題を多く抱えており、横浜市が指定
する地震火災対策エリアの重点対策地域（不燃化推進地域）に位置
付けられています。

また当地区は、昔からこの地域で暮らす世帯だけでなく、新たに
若いファミリー世帯や近隣の大学に通う学生など、多様な方々が暮
らす地域であり、いざという時に備え、住民同士の日頃からのつな
がりづくりも課題となっています。

六角橋北町地区ってこんなとこ

防災まちづくりは、地域にお住まいで自治会に加入している方だけの問題
ではありません。地主さんや大家さん、アパートで生活する学生さん、事業所
を営む方なども含めた地域の全員で考える問題です。そこで、自治会とは別
に対象を広げて多くの人が参加できる団体を作るべきと考えました。

そこで、先ずは北町自治会長、自治会防災部の方々をはじめ有志により
令和５年に「北町ぼうさいアクション」を立ち上げました。

今後、様々な活動を通し、住民一人ひとりが興味・関心を持つことで、地域
が一丸となった防災まちづくりに取り組んでいきたいと考えています。

Ⅱ 北町ぼうさいアクションの大目標（スローガン）

大方針１．もしもの時に頼れるいつもの関係【人のつながり】

災害時一番大切となるのは、六角橋北町地区で暮らす人同士での助け合いです。

そのためにも、住民同士や周辺の事業者の方々との日頃からの関係性を築いておくことが大切で、
災害時も助け合えるまちを目指します。

大方針２．災害に強いまちへのグレードアップ【まちの基盤】

万が一大規模災害が起きても安全な避難ができたり、災害後も安心して生活をし続けるためには、
まちの基盤が整っていることは重要です。

安全な避難経路の確保や、燃えにくい建物、防災広場の確保などにより燃え広がらないまちをつくっ
ていくなど、災害に強いまちへ更新していくことを目指します。

大方針４．一人ひとりが防災マイスター【自分の備え】

災害から命を守るには一人ひとりの日頃からの備えが基本となります。

地域として住民一人ひとりの防災意識を高めていくための支援・啓発を行い、六角橋北町で暮らす
一人ひとりが防災マイスターのような自助力のあるまちを目指します。

マンダラチャートで必要な取組みを洗い出し
北町ぼうさいアクションでは、防災まちづくりプランの検討にあたり、大谷翔平
が世界一のプレイヤーになるために使った目標達成シート「マンダラチャート」を
活用し、各委員で必要な取組みを出し合いました。

マンダラチャートを使うことで、色んな視点から防災を考えることができ、幅の
広い取組提案につながりました。

防災イベントでまちの人から防災に関する不安ごとをリサーチ
地域の方々が防災に関して、どのようなことを不安に感じているかを把握する
ため、令和６年６月には「北町学ぼうさいウォーク」を実施。

神奈川消防団第７分団の方々に協力いただき、防災まちあるきや消火栓のフタ
あけ体験とあわせて、パネルアンケートを実施しました。

Ⅰ 北町ぼうさいアクションとは？ ～活動背景とまちの課題～

※

Ⅲ 防災まちづくり大方針

大方針３．助け合いの土台となる日々の活動【発災時のための事前準備】

いざという時、スムーズな災害活動をしていくためには、日頃からの活動が重要です。

繰り返しの訓練で災害時の行動を体で覚えることや災害に備えた話し合いなどの積み重ねにより、
もしもの時もスムーズに共助活動ができるフェーズフリー なまちを目指します。

※フェーズフリー：身のまわりにあるモノやサービスを、日常時はもちろん、非常時にも役立つようにデザインしようという考え方

案

■六角橋北町地区の位置

六角橋北町地区

■重点対策地域（不燃化推進地域）
出典：「横浜市密集市街地における地震火災対策計画～資料集～」

令和5年4月



Ⅳ 防災まちづくりめざすマップ（方針図）

２

「防災まちづくりめざすマップ（方針図）」とは、北町ぼうさいアクションの活動により目指すまちの姿を地図で示したものです。

項目 位置付けや取組方針など 方針番号

地区の重要な道路
とその沿道建物

消防車が通行可能な、地区の骨格と
なる道路として、沿道の建物の不燃
化など安全に避難ができるみちづく
りを積極的に働きかけていきます。

大方針２の
取組１

避難をする上で
重要な道路と
その沿道建物

「地区の重要な道路」にアクセスす
るための道路です。
避難の主要動線となることから、狭
あい道路の整備や沿道のブロック塀
の撤去など安全に避難ができるみち
づくりを積極的に働きかけていきま
す。

大方針２の
取組１

避難をする上で
重要な通路と
その沿道建物

「避難をする上で重要な道路」を補
完する動線として、沿道の安全確保
を働きかけていきます。

大方針２の
取組１

通り抜けを検討
する場所

行き止まりの解消のため、避難扉の
設置など通り抜けの検討を進めてい
きます。

大方針２の
取組2-1-3

特に建物が密集
しているエリア

特に建物が密集しており火災による
延焼等が懸念されることから、建物
の不燃化の促進やまちなか防災広場
の整備などを積極的に働きかけてい
きます。
また、行き止まり道路の通り抜けな
ど、安全な避難ルートの確保を検討
していきます。

大方針２の
取組２

防災機能を高めて
いく公園

雨水貯留タンクやかまどベンチの設
置など、公園の防災機能を高めてい
くとともに、それらを活用した防災
訓練など地域の防災活動拠点として
活用していきます。

大方針２の
取組2-2-2
取組2-2-5

地区内の大規模
敷地

地区内にある貴重な大規模敷地とし
ていっとき避難場所や通り抜けの確
保のための連携を検討していきます。

大方針１の
取組1-3-3
大方針２の
取組2-1-1
取組2-1-3

いっとき避難場所
の検討地

いっとき避難場所の候補地として地
権者の方との話し合いや看板設置を
進めていきます。
なお指定にあたっては、崖地整備な
ど周辺の安全確保を働きかけます。

大方針２の
取組2-1-1

◆
避難の妨げになる
電柱や街灯など

避難の妨げになるような電柱や街灯
などは、道路の端や近隣宅地への移
設等を働きかけていきます。

大方針２の
取組2-1-6

災害時支援をお願
いしている事業所

いっとき避難場所としての開放や物
資供給など、災害時の連携をお願い
していきます。

大方針１の
取組1-3-1

次頁以降の取組内容を参照

現況

取組方針



大方針１．もしもの時に頼れるいつもの関係【人のつながり】

３

六角橋北町には、子育て世代から高齢者まで多様な世代の方々が暮らしています。一人暮らしの高齢者や、学校
が終わってから家族が帰ってくるまでお子さんが一人で待っているご家庭など、災害時に家族が別々の場所にい
るときの不安に関する声もあがっています。

いつ起こるか分からない大地震でも、隣近所の人と助け合える、そんな安心したまちを目指し、日頃から地域の
人とコミュニケーションや交流を持てる機会をつくっていきます。また、地区内には複数の事業所が立地している
のを活かし、連携体制を整え、いざという時に備えていきます。

・若い世代の参加が少ないため、まずは関心を持ってもらえる機会をつくることが必要

・一度の参加をきっかけに、日頃からの関係性をつくっておくことが重要

・地区内にある様々な事業所と連携していくことが望ましい

Ⅴ 取組方針

取組１ 安全に避難するためのまちづくり

2-1-1 いっとき避難場所の確保と看板設置

2-1-2 狭あい道路の整備に向けた働きかけ

2-1-3 避難扉の設置などによる行き止まり道路の解消

2-1-4 ブロック塀の撤去の働きかけ

2-1-5 急坂や階段状道路における安全対策

2-1-6 避難の妨げになる電柱や街灯の移設の働きかけ

2-1-7 避難経路等の看板設置

取組２ 燃えにくい燃え広がらないまちづくり

2-2-1 燃えにくい建物への建替えへの働きかけ

2-2-2 まちの消火器やスタンドパイプ初期消火器具等の防災設備の拡大

2-2-3 危険な空家や樹木への働きかけ、空家の活用

2-2-4 まちなか防災広場の整備

2-2-5 公園や広場の防災性機能の向上

2-2-6 地区内の井戸の活用検討

大方針２．災害に強いまちへのグレードアップ【まちの基盤】

六角橋北町は、狭い道が多く、建物が密集しているため、火災が起きた際の燃え広がりが心配される地域です。
そのため、万が一火災が起きても燃え広がりを抑えることができるよう、一つ一つの建物を燃えにくい建物にした
り、安全な避難ができるよう、ゆとりある道路を確保していくことが必要です。

地域としてまちなかに防災設備の充実を図っていくとともに、市の助成制度について周知・説明する機会をつく
るなど、各家庭での対策に向けた働きかけをしていくことで、住民一人ひとりが自分事として捉え、まち全体で災
害に強いまちへと更新していきます。

・建物が密集しており、火災による燃え広がりが不安

・空き家や手入れのいきとどいていない植栽等は、火災を招く恐れがある

・行き止まり道路が多く、二方向避難が確保できていない場所がある

・狭い道路沿いのブロック塀などは、倒壊により避難通路をふさぐ恐れがある

背景にあるまちの課題等 背景にあるまちの課題等

日頃からまちの人の得意ゴトを把握
することで、災害時の共助に役立て
ていきます。

若いファミリー世帯にも関心を持っ
てもらえるようなイベントを企画・
実施していきます。

いっとき避難場所検討地では、地権
者の方と話し合いを進め、指定した
場所では看板設置を進めます。

スタンドパイプ式初期消火器具等
の設置拡大を検討していきます。

定期的なまちあるきでブロック塀
の現状を把握するとともに、地権
者等へ助成制度を周知するなど撤
去の働きかけを行います。

空き家などでは、所有者等と話合い
ながら、市の制度を活用した「まち
の防災広場」の整備を検討します。

解 説

取組方針1-1-1 取組方針1-2-4 取組方針2-1-1 取組方針2-1-4 取組方針2-2-2 取組方針2-2-4

イメージ 整備前

整備後

防災広場の整備事例
（金沢区洲崎町）

取組１ 住民同士の交流の機会づくり

1-1-1 多世代が参加できるイベントの実施

取組２ 日々のつながりづくり

1-2-1 まちの見回り活動

1-2-2 向こう３軒両隣での情報共有

1-2-3 自治会の輪番制役員との関係づくり

1-2-4 まちの人の得意ゴト把握

1-2-5 近所で手助けが必要な人を知る

取組３ 様々な団体や企業との関係づくり

1-3-1 地区内事業者等との連携 （防災活動等における協定締結など）

1-3-2 周辺町会等との情報交換

1-3-3 UR都市機構コンフォール北原や神奈川県警察六角橋分庁舎（旧交通安全センター）
との連携



アクションプランによる着実な推進

大方針１

大方針２

大方針３

大方針４

アクションプラン

４

取組１ いざというときの備え

3-1-1 防災訓練の定期的な実施

3-1-2 防災設備の点検・試運転

3-1-3 危険個所の把握と共有 （定期的なまちあるき、防災マップ作成・更新など）

3-1-4 災害時の行動指針の検討 （防災マニュアルの作成）

3-1-5 手助けが必要な人への支援方策の検討

取組２ 復興のための事前準備

3-2-1 復興後のまちづくりの事前検討 （事前復興）

取組１ 一人ひとりの意識づくり

4-1-1 行政等による防災に関する助成制度等の周知

4-1-2 防災備蓄の呼びかけ・販売、防災グッズの紹介

4-1-3 家庭用消火器のあっせん

取組２ 多様な手段での情報発信

4-2-1 ニュースレター等の作成・配布

4-2-2 多様な発信手段の検討・実践

4-2-3 防災講演会など学ぶ・知る機会づくり

いっけん防災の取組みに関係しないような活動もいざという時に役立つことが多くあります。 このよう
な取組みを「コレもぼうさい」として位置づけ、日頃からの関係づくりや防災力の向上に役立てていきま
しょう。

防災設備は、防災訓練やイベント等
で、点検を兼ね活用することで、使
い慣れをしていきます。

防災訓練は、子供向けイベントとコ
ラボするなど多世代が参加したくな
る工夫をしていきます。

復興まちづくりワークショップな
ど、地域で復興後のまちづくりを
考える機会をつくっていきます。

SNS、イベント、出前講座など、多
様な方法での情報発信を検討してい
きます。

ニュースレターやイベント等を通じ、
防災に関する助成制度や防災グッズ
等の紹介を進めていきます。

専門家等を招いた講演会など、住
民が防災について学ぶ機会を提供
していきます。

例えば
こんなこと！ ◆日頃からのあいさつ

◆ゴミ端会議
◆自治会への加入

Ⅵ 防災まちづくりプラン実現に向けた行動計画

大方針３．助け合いの土台となる日々の活動【発災時のための事前準備】

六角橋北町地区では、これまでも消防団の方と連携しながら様々な防災訓練を実施してきました。しかし、普段、
使い慣れない防災設備は、一度だけの訓練ではなかなか使いこなすことができません。

いつ起こるか分からない大規模災害に対して、繰り返し訓練を行ったり、防災備品を日頃から使いこなしておくこ
とで、いざという時のスムーズな活動につなげていきます。

・スタンドパイプ式初期消火器具は使い方が難しいため、日頃からの訓練が必要

・いざという時、どのような行動をとればよいかがわからない

大方針４．一人ひとりが防災マイスター【自分の備え】

六角橋北町地区では、これまでの各家庭での防災備蓄の働きかけや防災講演会などを通して一人ひとりの防災
への関心を高めていく取組みを進めてきました。

まずは、六角橋北町で暮らす一人ひとりが、防災に関心を持ち、防災備蓄を用意したり、防災知識を身に付けるこ
とで、地域としての防災力向上にもつなげていきます。

・各家庭に対して、様々な助成制度の周知が不十分である

・多くの人に情報を届けるため、多様な発信手段を活用することが必要

背景にあるまちの課題等 背景にあるまちの課題等

コレもぼうさい！ ～いざという時に役立つ日常のあれこれ～

◆健康づくり
◆サバイバル力
をつける

○目標の実現に向けては、４つの大方針を横断的に整
理した「アクションプラン」を作成し、優先的に着手し
ていくべき取組みを整理していきます。

○ 「アクションプラン」は、防災まちづくりを進めていく
上で最も大切な❶住民同士のつながり、当地区で特
に早急な対策が求められる❷避難、❸火災時の燃え
広がりの３つのテーマを柱とします。

○「アクションプラン」は、進捗状況やまちの変化に応じ
て、定期的に更新していきます。

解 説

取組方針3-1-1 取組方針4-1-1,4-1-2 取組方針4-2-3取組方針3-1-2

◆ゴミ出しマナーの共有
◆近所を散歩

関係づくり 健康・体力づくり まちを知る

取組方針4-2-2取組方針3-2-1
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４． 活動計画書 



北町ぼうさいアクション 活動計画書 （6年間）  令和 7年 7月 28日 

年度 実施内容 備考 

令和 7年度 ・定例会の開催 （毎月 1回計 11回を予定）

・防災ニュースの発行 （春、夏、秋、冬に計 4回予定）

・防災まちづくりプランの認定に向けての資料等の作成

・認定後の行動計画として「アクションプラン」の作成

・ 「防災まちづくりプラン」の確定版の印刷物作成と配布

・プランの説明会開催他の周知広報

・アクションプランの一部実施

・自治会主催イベント（防災の集い他）への協力

・会員及び作業協力者の募集

＊令和 7年度から 10

年度の活動計画詳細

については別紙参照 

令和 8年度 ・定例会の開催 （毎月 1回計 11回を予定）

・防災ニュースの発行 （春、夏、秋、冬に計 4回予定）

・アクションプランの実施

・自治会主催イベント（防災の集い他）への協力

・必要に応じてアクションプランの見直し

・持続可能な会の活動を検討（金銭及び人材面）

令和 9年度 ・定例会の開催 （毎月 1回計 11回を予定）

・防災ニュースの発行 （春、夏、秋、冬に計 4回予定）

・アクションプランの実施

・自治会主催イベント（防災の集い他）への協力

・活動の効果について検証

令和 10 年度 ・定例会の開催 （毎月 1回計 11回を予定）

・防災ニュースの発行 （春、夏、秋、冬に計 4回予定）

・アクションプランの実施

・自治会主催イベント（防災の集い他）への協力

・必要に応じてアクションプランの見直し

令和 11 年度 ・定例会の開催 （毎月 1回計 11回を予定）

・防災ニュースの発行 （春、夏、秋、冬に計 4回予定）

・アクションプランの実施

・自治会主催イベント（防災の集い他）への協力

令和 12 年度 ・定例会の開催 （毎月 1回計 11回を予定）

・防災ニュースの発行 （春、夏、秋、冬に計 4回予定）

・アクションプランの実施

・自治会主催イベント（防災の集い他）への協力

・活動の効果と活動の継続について検証



北町ぼうさいアクション　六角橋北町防災まちづくりプラン　アクションプラン一覧表 令和７年７月時点

令和７年 備考 令和8年 令和9年
1

① １０の情報発信実現プロジェ
クト

自治会専用HP立ち上げ ・HPの立ち上げ、ぼうさいアクション専用
ページを開設
・プランをホームページに掲載する

運用 運用

六角橋自治会連合HP活用検討 ・自治連合会HPに北町のリンクを掲載しても
らう

事業の持続策を検討・実施 継続

地区内事業所への防災ニュース他の
活動内容を掲示依頼

・三澤自転車店・郵便局・スーパートップ・
他

継続 継続

自治会掲示板の活用 ・引き続き、防災NEWS等の掲示 継続 継続
② ”ぼうさい”を広げる場づくり 北町防災月間の指定 ・11月を「北町防災月間」に指定し、各種取

組を実施。（プラン周知、家具の転倒防止支
援、スタンドパイプ式初期消火器具設置等の
実施）

継続 継続

防災フェア（毎年２月） 継続 継続
地域イベントへの参加 ・六角橋連合自治会の納涼会（8/23)で「北町

ぼうさいアクション」を広める
継続 継続

「北町防災の日」制定にむけた検討 ・「北町防災の日」を定めるべく内容を検討 「北町防災の日」制定 イベント実施等

道の愛称募集（２本） ・道の愛称検討の進め方等をまとめる。自治
会連携

道の愛称募集（2本）、看板設置 ー

日頃のあいさつ推進アピール ・ごみ集積場に”挨拶励行”の表示を掲げる 継続 継続
③ めざせ全員防災マイスター計

画
防災マイスター制度検討 ・防災マイスター制度を進めるため、制度の

内容を確定する
・防災マイスター組織確立（連絡網
他・運用勉強会）
・本格的運用と募集開始

・防災マイスター制度の充実と啓発
活動

④ 事前復興検討部会 事前復興とはなにかを知る ・事前復興の講習会を年度内に開催 復興模擬訓練等の実施 継続
⑤ 自治会との調整 自治体との役割分担の整理

2
① コンフォール・県警との連携 URやコンフォール自治会と連携 ・コンフォール自治会との定期的な交流の実

施
共催による防災訓練 ・共催による防災訓練（毎年）

・協定の締結
県警への打診 ・県警との定期的な交流の実施

② 避難経路対策 行き止まりウォークの開催 ・行き止まり道路の選定、表示内容と場所の
検討（民地と東電電柱等検討）

表示板の設置 継続

通り抜け扉の設置（コンフォール） ・URへの折衝 通り抜け扉の設置 ー
③ 防災マップ作成 防災まちあるき（既設物の確認と危

険カ所等の再調査）
・既存の防災マップの問題点と活用方法を検
証して必要な調査
・防災マップの作り方の検討

防災マップの作成と全戸配布 ・防災マップを活用した防災イベン
ト実施

④ いっとき避難所の増設と認知
度向

いっとき避難所の追加候補地の地権
者への依頼といっとき避難所の指定

・北町長坂途中の浅間邸１カ所を整備し公表 更にいっとき避難所2カ所増設 継続

看板設置 いっとき避難所の周知活動 継続
⑤ 安全な避難路づくり 狭あい道路整備に向けや働きかけの

方針検討
・横浜市、警察等との合同パトロールを計画
実施し、問題物件の洗い出しと実施方法決定
（３-④と共同）

障害物等の移設実施 継続

様々な制度の周知 ・狭あい道路の整備、電柱（北町長坂、ゆず
りあい坂と神橋さくら通りを結ぶ尾根道）

狭隘道路の拡幅に向けた積極的働きか
け

継続

避難の障害となる物の調査と方策の
検討

・狭あい道路の整備促進路線について早期促
進を市へ要望。

継続 継続

⑥ 手助けが必要な人への支援検
討

手助けが必要な人への支援のあり方
検討

・支援希望者の把握
・安否確認訓練等も視野に入れる

継続 継続

家具転倒防止具やガラス飛散対策の
打診実施

・民生委員さんの協力を得て、要援護者等の
方々の支援要望（家具転倒、ガラス飛散、感
震ブレーカー設置や災害時の声掛けの必要性
等）の把握と一部実施を開始

手助けが必要な人の支援を行う人材の
確保

継続

3
① スタンドパイプ式初期消火器

具等の設置と訓練
スタンドパイプ式初期消火器具の増
設

・自治会と共同でスタンドパイプを２カ所増
設

・スタンドパイプ１基増設
・まちの消火器の取り換え

・使い方訓練の実施

② 燃えにくい家づくり応援プロ
ジェクト

・各戸の簡易消火器のあっせん
・感震ブレーカーの設置促進
・建築物不燃化推進事業補助制度等
の周知

・「防災月間」や「防災フェア」の機会を利
用し、各種支援事業（補助金等）を宣伝紹介
し、広く周知

継続 継続

③ 六角橋六丁目公園：防災型公
園化プロジェクト

基本設計に関する意見出し ・公園に必要な防災設備についてアクショ
ン、北町自治会、及びコンフォール自治会、
愛護会等からの要望をとりまとめ。

実施設計と工事着手 整備工事

④ 空き家及び樹木対策 実態調査 ・２－⑤と共同で実態把握と交渉の開始（横
浜市や警察と一緒に）

実施 継続

⑤ 井戸の利用（飲料・消火用） 実態調査 ・設置者と面談し、使用状況の把握、水脈等
の聞き取り及び他の設置者の掘り起こし（新
規）

実施策の検討 一部実施

※年内に実施予定の取組

○各家庭で不燃化に関心をもって
もらう
○北町地区のどこにいても、初期
消火がスムーズにできるようにす
る
○六角橋六丁目公園を防災型公園
として整備し、活用を進める。

○北町の各家庭が一度は、家族で
いざというときの避難について考
える機会をつくる
○安全な避難路確保に向け看板等
の設置を行いながら、狭あい道路
やブロック塀等の各世帯での取組
の機運づくりを行う

○多くの人に活動を認知してもら
う
○一人ひとりの自助の取組みの
きっかけとして防災マイスター制
度を確立する
○北町ぼうさいアクションへの参
加メンバーを増やす
○事前復興とはなにかを知る

取り組みステップ
アクションプラン プロジェクト

ご近所を知る・北町を知る・防災に興味を持つ【情報共有チーム】

誰一人逃げ遅れないまちづくり【避難対策チーム】

火を出さない家と燃え広げないまちづくり【防火推進チーム】



５． 活動実績書 



北町ぼうさいアクション 活動実績 令和 7年 7月 28日 

令和年度 月日 実施項目 内容 実施事業 

4年度 1月 30日 市へグループ登録 

3月 29日 立上げ顔合わせ会 

5年度 

4月 28日 5年度第 1回定例会 災害時の想定被害検討

（消防関係者参加） 

・6/18 防災ウオーク実施

・6月末 防災ニュース夏号発行

・10/28 防災ハロウィーンウオー

ク 

・1月末 防災ニュース ２号発行

・2/17 防災の集い協力

・2月末 防災ニュース冬号発行

・2/24 事前復興講演会有志参加

・3月 いっとき避難場所看板

３箇所設置 

5月 19日 〃 第 2回定例会 防災ウオーク対応 

6月 16日 〃 第 3回定例会 他地区のプラン作成紹

介（白幡上町自治会） 

7月 21日 〃 第 4回定例会 

9月 15日 〃 第 5回定例会 

10 月 20日 〃 第 6回定例会 問題解決へマンダラチ

ャート方式を採用 

11 月 17日 〃 第 7回定例会 

12 月 8日 〃 第 8回定例会 

1月 19日 〃 第 9回定例会 プランの素案概要確定 

2月 16日 〃 第 10回定例会 

3月 15日 〃 第 11回定例会 事前復興講演会報告 

6年度 

4月 19日 6年度第 1回定例会 

・5月末 防災ニュース夏号発行

・6/16 学ぼうさいウオーク実施

・9月末 防災ニュース秋号発刊

行 

・10/26 防災ハロウィーンウオー

ク 

・10月末 素案へのアンケート開

始（締切り 11/18） 

・1月末 防災ニュース冬号発行

・2/15 防災の集い協力

・3月末 案への最終アンケート

開始（締切り 4/30） 

5月 17日 〃 第 2回定例会 

6月 21日 〃 第 3回定例会 学ぼうさい結果報告と

プラン素案への反映 

7月 5日 〃 第 4回定例会 まちづくり方針図の概

要確定 

9月 6日 〃 第 5回定例会 意見募集のアンケート

調査方法検討 

10 月 4日 〃 第 6回定例会 

11 月 1日 〃 第 7回定例会 

12 月 6日 〃 第 8回定例会 アンケート結果対応検

討 

1月 17日 〃 第 9回定例会 メインテーマの確定

2月 7日 〃 第 10回定例会 最終プラン案の確定 

3月 5日 〃 第 11回定例会 アクションプラン検討

7年度 

4月 2日 7年度第 1回定例会 アンケート結果報告

・5月末 防災ニュース夏号発行

・6/10  北町自治会役員会でプラ

ン案の承認を得る

5月 21日 〃 第 2回定例会 一部修正の確定 

6月 4日 〃 第 3回定例会 プラン案の最終確定 

7月 2日 〃 第 4回定例会 市への提出書類の確認 



６． 会則 



北町ぼうさいアクション 会則 令和 7年 4月 1日制定 

（名称及び事務局） 

第1条 本会は「北町ぼうさいアクション」（以下「会」）と称し、事務局を代表宅に置

く。 

（区域） 

第 2条 会の対象区域は、横浜市神奈川区六角橋北町自治会の全域（六角橋一丁目、二丁

目、五丁目、六丁目の各一部）及び区域図に示す範囲とする。 

（目的） 

第 3条 会は民主主義の精神に基づき会員相互に協力し、地域の防災まちづくりの主体と

して、創意工夫をして安全で安心かつ快適なまちづくりを推進することを目的とする。 

（活動内容） 

第 4条 会は、前条の目的を達成するため、以下の活動を行うものとする。 

（１）住民一人ひとりが防災意識を高めるよう、情報の発信を行う。

（２）地域住民が意見交換できる場づくりに努め、顔見知りの関係を強める。

（３）世代を超えた多くの住民が防災まちづくりに関われるよう、創意工夫し取り組む。

（４）地域内で災害時に避難の障害となる場所を洗い出し、関係者と相談して改善を図

る。

（５）いっとき避難場所の意味と場所を、住民が普段から認識できるよう表示を工夫す

る。

（６）自治会員以外の人を含む、地域全体に向けての周知広報活動を進める。

（会員） 

第 5条 会の会員は、第 2条に定める区域内において、居住する世帯主、若しくはこれに

準ずる者、店舗等の事業を営む者、土地・建物等を所有する者又は地域まちづくりの活動

を行う者を対象者とし、会への入退会は原則として自由とするが、事務局へは届出るもの

とする。 

（役員） 

第 6条 会に、代表、副代表、事務局長、会計の役員を置く。 

2 役員は、会員の互選によって定める。 

  3 役員の任期は 2年とし、重任は妨げない。また、再任についても妨げない。 

  4 会に、顧問を置き、意見を聞くことができる。但し議決権は有しない。 



（会議） 

第 7条 会は、原則として毎年一回の総会及び、必要に応じて臨時総会を開催し、重要な

事項（事業計画、予算、決算、会則の改正、その他重要と思われる事項）を審議、決定す

る。総会は代表が招集し、議長を務める。 

  2 総会の議決は、会員の過半数の出席を要し、出席者の過半数の賛成を得て成立す

る。この際、賛否同数の場合は議長の判断による。 

3 代表は、必要に応じて部会（チーム）を設置し、対応すべき問題を審議させること

ができる。 

4  代表は、必要に応じて役員による役員会を招集し、軽易な事項については役員会の

承認を得て決定できるものとする。 

（会計） 

第 8条 会の経費は、北町自治会よりの支援協力金、会員他からの寄付金、及び活動の内

容により受けることができる公共機関からの助成金等により充てる。 

  2 会計年度は、4月 1日より翌年の 3 月 31日とする。 

附則  この会則は令和 7年 9月 日より施行する。 



７． 構成員名簿 



01112064
長方形

01112064
長方形



８． 活動対象地域図 



北町ぼうさいアクション
活動対象地域図

岸根公園

神橋小学校

六角橋
中学校

六丁目公園

六角橋公園

UR都市機構
コンフォール北原

北町
自治会館

活動対象区域
（※コンフォール北原を除く）
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11．都市計画マスタープランその他市が策定した地域
まちづくりに関する計画に適合していることを示す書類
（１）神奈川区まちづくりプランとの整合について 
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第２章 分野別整備方針 

神奈川区まちづくりプラン                             

６ 都市防災の方針 

 

６－１ 災害に強い安全・安心のまちづくり 

地震、火災、風水害など様々な災害に強い防災まちづくりを進めるとともに、万が一災

害が生じても、被害を最小限に止め早期に復旧できる体制を強化します。 

また、犯罪の起こりにくいまちづくりへの取組を進めます。 

 

（１） 現状と課題 

・ 内陸部を中心に、古い木造住宅が密集した地区があります。地震などの災害時における

家屋の倒壊や延焼の危険性があるとともに、狭あい道路が多く緊急車両等の進入が困難

であることなど、防災上大きな課題があり、「横浜市地震防災戦略における地震火災対

策方針」（以下、「地震火災対策方針」という。）の対象地域となっています。 

・ 臨海部では津波・高潮による浸水被害が想定されています。 

・ 都心部では災害時、来街者などの人口集中により、不特定多数の避難者や帰宅困難者が

見込まれています。人口や都市機能が集中しており、災害時においても災害対策、救急・

救援活動等の中心となるべき機能が集中していることから、都市防災施設の整備や確保

のほか、災害時の混乱を想定し、地域、事業者、鉄道事業者、行政が一体となって災害

対策に取り組む体制の強化を図る必要があります。 

・ 土砂災害警戒区域及び急傾斜地崩壊危険区域が点在しています。 

・ 震災時などの避難場所として、地域防災拠点を指定していますが、高齢者や障害者等は、

地形の高低差などにより地域防災拠点への移動が難しい場合があります。 

・ 区内における犯罪の発生件数は減少傾向にありますが、引き続き防犯対策が必要です。 

 

（２） まちづくりの方針 

① 地震・火災 

・ 地震による家屋の倒壊やその後の火災を防ぐため、建物の耐震化・不燃化を図ります。

特に、木造住宅が密集する地域では、狭あい道路の拡幅を図るとともに、さらに、建物

の共同化・不燃化、広場の設置などによるオープンスペースの確保などを促進し、火災

に強いまちづくりを進めます。 

・ 「地震火災対策方針」の対象地域では、出火率の低減や初期消火力の向上等につながる

取組を強化します。さらに「地震火災対策方針」における「重点対策地域（不燃化推進

地域）」では、「横浜市不燃化推進地域における建築物の不燃化の推進に関する条例」に

よる耐火性能強化の義務付けなどにより、建築物の不燃化を促進します。 

・ 地域における防災力向上を図るため、まちの防災組織の活性化に取り組みます。 

・ 地域住民によるまちづくり協議会の発足や防災まちづくり計画の策定を支援し、災害に

強いまちづくりを推進します。 

・ 地震火災対策重点路線に位置づけられている都市計画道路の整備を進め、併せて、沿道

建築物の不燃化を促進し、延焼遮断帯の形成を図ります。 

・ 幹線道路の整備や、沿道建築物の耐震化対策等により、緊急輸送路を確保するとともに、
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事業者と連携しながら、電気、ガス、上下水道及び通信施設などのライフライン施設の

耐震対策やエネルギー供給の多重化多様化を推進します。 

・ 初期消火のための設備を拡充するなどして、地域の初期消火体制の強化に努めます。 

・ 震災時などに避難空間や仮設住宅建設用地などに活用できる、防災協力農地の指定を通

し、防災空間の確保に努めます。 

・ 臨海部では、民間事業者の協力を得ながら埋立地の液状化対策や老朽護岸・工場の耐震

性の強化を進めます。併せて、津波等に対する浸水対策を推進します。また、沿岸の市

街地・工場地帯における公共・民間施設を活用した津波避難施設の確保に取り組み、併

せて避難場所・避難経路の確保を推進します。 

・ 都心部において、特に横浜駅周辺については、ゆとりある歩行者空間の創出、デッキレ

ベルの歩行者ネットワーク構築とともに、地盤の嵩上げや下水道・河川事業による浸水

対策、地下施設等における避難確保や浸水防止に向けた対策、災害時の帰宅困難者一時

滞在施設・津波避難施設及び避難経路などの整備を計画的に進めます。また、発災後の

運営体制などのソフト面はもとより、津波の届かない位置への建物の電源設備や防災セ

ンター等の配置誘導等、災害時の活動継続に関わるハード面の対策についても、官民連

携のもと強力に推し進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 風水害 

・ 局地的大雨などの災害に対して、浸水被害が発生していることなどから、浸水災害を防

止するために、雨水幹線などの雨水排水施設や雨水貯留施設などの整備を進めるととも

に、雨水浸透施設などの設置を促進します。 

・ 崖崩れ等のおそれのある斜面地においては、「がけ地防災・減災対策工事助成金制度」

や「急傾斜地崩壊対策事業」などを活用した改善を促進します。 

・ 高潮対策として、最新の知見による想定などを踏まえ、海岸保全施設等の整備を進めて

いきます。 

 

 

 

《参考》横浜市地震防災戦略における地震火災対策方針(平成 26(2014)年 3 月策定)  

平成 24(2012)年 10 月に見直しを行った「横浜市地震被害

想定」における火災被害が大きいことから、地震による火災被

害を軽減するため、平成 26(2014)年 3 月に「横浜市地震防災

戦略における地震火災対策方針」を策定しました。これにより、

全市域において減災・防災力の底上げを図るとともに、施策の

対象地域を絞り込んで重点化を図り、出火率の低減や初期消火

力の向上等の「地域防災力・消防力向上施策」と火災に強い都

市空間の形成に資する「防災まちづくり施策」との両論で「燃

えにくいまち・燃え広がらないまち」の実現に向けた取組を進

めています。 
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③ 地域防災拠点など 

・ 震災時の避難場所となる地域防災拠点では下水道直結式トイレ拡充などによる機能強

化や、情報提供の充実を図ります。また、医療関係者とのネットワークを強化します。

さらに、地域防災拠点を中心として防災訓練を実施するなど、地域の防災力を強化しま

す。 

・ 地域の防災組織による、安全な避難ルートの確保や災害時に利用できる施設等の確認を

支援します。また、高齢者や障害者など地域防災拠点への避難が難しい場合は、自治会

館の防災拠点化など、地域と連携した取組を推進します。 

・ 帰宅困難者への対応を図るため、帰宅困難者一時滞在施設の確保を図ります。大人数が

収容可能な大規模施設等の開発時には、災害時の帰宅困難者一時滞在施設の導入を事業

者に対して誘導していきます。 

 

④ 防犯のまちづくり 

・ 犯罪の発生を未然に防ぎ、安心して生活できるまちの実現に向け、道路・公園・建物を

整備する際には、道路の隅切り等による死角の抑制や、防犯灯設置等により暗い場所を

つくらないなど、犯罪の抑止の視点を考慮したまちづくりを推進します。 

・ 空き家化の予防や管理の行き届いていない空き家・空き地の防止に向けて、所有者、行

政、地域など多様な主体の連携を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

［コラム］松ケ丘防災に強い町をつくる会の取組 

東日本大震災をきっかけに、首都圏にお

ける大地震発生時の避難活動を想定し、自

治体で防災組織の見直しを図る検討が平成

23(2011) 年 に 行 わ れ ま し た 。 平 成

27(2015)年には、松ヶ丘まちづくりプラ

ンが認定され、現在、自治会で行われてい

た活動に加え、プラン認定を受けたまちづ

くり活動が行われています。 

主な取組として、松ケ丘自治会館と松ケ

丘公園の防災拠点化、総参加防災訓練の実

施、まちの要援護者の把握活動などが挙げ

られます。それらの周知活動を通じ、住民

同士の交流を深める意図も含まれていま

す。 

 今後も、防災支援を中心とした様々な町

の課題に取り組むことで、町民の参加を一

層促し、町の活性化を目指しています。 

 

画像：松ヶ丘まちづくりプランより 
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１－２ 内陸部 ～安心して住み続けられる内陸部のまちづくり～ 

・古くから市街化が進んだ地域が多くあり、狭あい道路や木造住宅密集市街地が多く存

在していることから、防災に強いまちづくりを促進します。 

・鉄道駅が多く、ほとんどの地区が駅から１㎞圏内にありますが、坂道や狭あい道路が

多く、バスが通ることのできる道が限られています。そのため、駅周辺地区のバリア

フリー化を促進し、地形などにより交通の利便性が低い地域の交通ネットワーク改善

を検討することで、利便性の向上を図ります。 

・樹林地や畑地などもありますが、公園等を除き、まとまった緑地があまり見られない

ことから、緑化や身近な緑のネットワーク化を推進します。 

・地域でこれまで培われてきたコミュニティを生かし、安全で快適に暮らせるまちを目

指して、地域住民が主体となって、協働によるパートナーシップにより良好な住環境

づくりを進めていきます。 

 

【まちづくりの方針】 

①  安全・安心の向上を図った防災まちづくり 

・木造住宅が密集する地域では、狭あい道路の拡幅促進や耐震改修を図るとともに、さ

らに、建物の共同化も含めた建替や、不燃化、広場の設置などによるオープンスペー

スの確保などを促進し、災害に強いまちづくりを進めます。 

・「地震火災対策方針」における重点対策地域（不燃化推進地域）の大部分が内陸部に位

置していることから、建築物の耐火性能強化の義務付けや古い建物の除却、耐火性能

を強化した建築物の新築に対する補助制度の活用によって不燃化を推進し、まちの安

全性を高めます。 

・沿道建築物の不燃化を促進し、延焼遮断帯の形成を図ります。 

・消火栓や防火水槽などの、消防水利の計画的な設置を進めるとともに、スタンドパイ

プ式初期消火器具及び感震ブレーカー等の設備設置を促進し、地域の地震火災対策の

強化を図ります。 

・地域での安全な避難ルートの確保や災害時に利用できる施設等の確認を支援します。 

 

② 快適かつ魅力的な住環境づくり 

・良好な住宅地の環境を保全するとともに、建物の色や形態、建て方などが周囲の環境

と調和のとれたものとなるよう、まちのルールづくり相談センター・コーナーを活用

し、住民の発意による地区計画・建築協定などのルールの導入など、住環境の保全・

向上を支援します。 

・既存の団地やマンションについては、計画的な管理・修繕による建物の長寿命化や、

居住者の高齢化に対応した住戸内及び廊下、階段などの共用部分のバリアフリー化を

推進していきます。 

・再生や建替え等にあたっては、周辺地域へ配慮した整備を進めるとともに、オープン

スペースの確保、緑化の推進及びバリアフリー化を図ります。 

・大規模な公園や緑地などを核として、これにさまざまな緑の空間をつなげていくこと
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により、身近な緑の空間を増やしていきます。 

・宅地内の生け垣や樹木の育成などのほか、公園・学校などの公共施設、駅周辺や幹線

道路、商店街などの緑化を進めます。また、土地所有者の協力を得ながら、斜面緑地

をはじめとする安定し優良な樹林地などの保全を図ります。 

・開発や建て替えに伴い、オープンスペースを生みだし、緑化が行われるように誘導し

ます。 

・ネットワーク化された三ツ沢・滝の川などのせせらぎ緑道と東横フラワー緑道、神奈

川宿歴史の道等を活用し、身近に緑と親しめる環境作りを推進します。 

・水と緑を保全するため、区民による自主的な活動や、公園愛護会や水辺愛護会の活動

など維持管理への協力活動の促進を図り、併せて公園の幅広い利活用を検討します。 

 

③ 利便性をより高めたまちづくり 

・地形による高低差や道路幅員の狭さ等の要因により交通の利便性の低い地域について

は、小型バス等、地域に合わせた交通ネットワークの検討を推進します。 

・駅周辺地区では、点字ブロックの設置や段差解消等によるバリアフリー化や、歩道拡

幅等による歩きやすい空間の整備を促進し、利便性向上を図ります。 

 

④ 地域資源を生かした魅力づくり 

・旧東海道神奈川宿周辺の地域では、まちの景観、歴史的資産、公共施設等を生かした

まちづくりとネットワーク化を推進し、地域資源を生かした魅力づくりを図ります。 

・神奈川宿歴史の道の沿道周辺をはじめとした、神奈川区の歴史を的確に伝える案内板

の設置等の情報提供やバリアフリー化について検討を行うとともに、周辺に点在する

歴史的資産である遺構等の地域資源を生かしたまちづくりを推進します。 

・歴史的資産を保全しつつ樹木の植栽等により地域の歴史をしのばせる景観づくりや、

建物外観等の建築物のルールづくりなどを推進し、魅力ある街並みづくりの実現を図

ります。併せて、近代化遺産の記録等の取組の支援を検討します。 

・街路樹、緑のプロムナードの整備及び公共施設用地や民有地の緑化を推進し、既存の

公園・緑地（斜面緑地）などをつなぐ、身近な緑のネットワーク化を推進します。 

・それぞれの鉄道駅周辺では、地域住民と共にまちづくりを進め、活性化を図ります。 
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